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第２ 【事業の状況】 

(1) 営業収入実績 

当第１四半期連結会計期間における営業収入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 
  

 
 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しておりません。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 総合レジャー事業の部門別営業収入及び入場人員実績 

当第１四半期連結会計期間における総合レジャー事業の部門別営業収入及び入場人員実績を示すと、

次のとおりであります。 
  

 
 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しておりません。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３ 公営競技部門の入場人員には、場外投票券発売所としての入場人員(446,040人)を含めております。 

 ４ 販売部門の収入は各部門における販売収入であります。 

 ５ その他は、各部門において主な営業行為に付随して発生した雑収入であります。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

会計期間
総合レジャー事業

(千円)
不動産事業
(千円)

建設事業 
(千円)

合計(千円)

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

3,076,382 395,985 328,543 3,800,911

構成比率(％) 80.9 10.4 8.7 100.0

部門

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

営業収入(千円) 入場人員(人)

公営競技部門 898,103 667,380

ゴルフ部門 907,803 50,628

遊園地部門 484,453 292,252

販売部門 636,178 ―

その他 149,843 ―

合計 3,076,382 ―
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(注) 川崎競馬場の賃貸借契約については、双方協議中であります。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国経済の低迷などが

企業収益を圧迫し、景気の減速感が強まり、先行き不透明な状況となっております。 

このような状況の下、当社グループの関連する業界におきましても、生活必需品の相次ぐ値上げ等か

らくる個人消費の停滞が悪影響を及ぼし始めるなど、厳しい状況で推移しております。 

公営競技部門の川崎競馬は、前年度末に新設したファン休憩所、キッズルームなどが本場のファンサ

ービスに貢献しました。また、６月の重賞「関東オークス」には、ＪＲＡから珍しい白毛馬が参戦し、

勝利するなど話題を集めました。その結果、開催日数が２日増だったこともあり、投票券総売上高は増

加しました。船橋競馬は、４月にリニューアルオープンした特別観覧席が利用者から高い評価を得まし

た。５月５日には、恒例のビッグレース「かしわ記念」が行われ盛り上がりをみせましたが、他の開催

日は総じて低調な結果となりました。しかしながら、在宅投票などが引き続き伸長したことにより、投

票券総売上高は増加しました。船橋オートレースは、期待されたゴールデンウィーク開催などが天候に

恵まれず、また前年同期と比較して開催日数が４日減だったこともあり、投票券総売上高は減少しまし

た。 

ゴルフ部門の東京よみうりカントリークラブは、特色ある自主コンペの開催などで集客を図りました

が、悪天候によるキャンセルが影響し、入場者は減少しました。よみうりゴルフ倶楽部は、法人会員制

30周年記念企画やポイントラリーコンペの実施により来場者の確保に努めましたが、東京よみうり同

様、悪天候によるキャンセルが多発し、入場者は減少しました。静岡よみうりカントリークラブは、ゴ

ルフ愛好会会員の利用や各種ポイントカードによるサービスの実施が引き続き好調に推移し、入場者は

前年並みを確保しました。千葉よみうりカントリークラブは、パブリック選手権予選競技開催などの営

業施策を継続しましたが、雨量が３倍近くに増加するなど例年にない悪天候の影響で入場者は減少しま

した。 

遊園地部門の遊園地は、ゴールデンウィークに実施した世界の屋台村が好評を博しました。企業など

の団体利用は引き続き好調だったものの、ファミリー層の利用が減少したことや、土日を中心として天

候不順であったことが影響し、入園者は減少しました。ゴルフガーデン（練習場）は、引き続きスクー

ルなどが好調に推移し入場者は増加しました。温浴施設「よみうりランド丘の湯」は、遊園地をはじめ

周辺施設との連携により集客を図ったものの、引き続き近隣競合施設の影響を受け、入場者は減少しま

した。 

２ 【経営上の重要な契約等】

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約施設 契約期間

株式会社 
よみうりランド 
(当社) 

神奈川県 
川崎競馬組合 

賃貸借契約 川崎競馬場 (注)

株式会社 
よみうりランド 
(当社) 

千葉県競馬組合  〃 船橋競馬場
平成19年４月１日から
平成21年３月31日まで

株式会社 
よみうりランド 
(当社) 

千葉県  〃
船橋
オートレース場 

平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで

株式会社 
よみうりランド 
(当社) 

船橋市  〃   〃
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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販売部門は、入場者の減少した施設がそれぞれ低調な結果となりました。 

以上の結果、総合レジャー事業の売上高は30億７千６百万円、営業利益は７億４千７百万円となりま

した。 

また、不動産事業の売上高は、販売用宅地の分譲が増加したことにより３億９千５百万円、営業利益

は２億５千３百万円となり、建設事業の売上高は、大規模工事の受注がなかったことにより３億２千８

百万円、営業利益は３千１百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、35億９千２百万円、営業利益は６億９千３百万

円、経常利益は７億６千万円、四半期純利益は４億４千３百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ14億７千９百万円減少し、

537億７千万円となりました。これは、前連結会計年度末の未払金の支払等により現金及び預金が９億

７千８百万円減少したことや、保有株式の時価評価額の減少により投資有価証券が５億２千万円減少し

たことが主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ14億１千万円減少し、366億７

千５百万円となりました。これは、返済に伴い長期借入金が２億７千３百万円減少したことや、保有株

式の時価評価額の減少等により繰延税金負債が１億９千８百万円減少したことが主な要因であります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ６千８百万円減少し、170億

９千４百万円となりました。これは、四半期純利益が４億４千３百万円であったものの、その他有価証

券評価差額金が３億８百万円減少したことや、期末配当により利益剰余金が２億２百万円減少したこと

が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.1％から31.8％となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益６億９千５百

万円に加え、減価償却費が４億２千３百万円であったものの、固定資産の取得による支出が７億４千１

百万円、法人税等の支払額が３億６千９百万円、長期借入金の返済による支出が２億７千３百万円であ

ったこと等により、前連結会計年度末より９億７千９百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には

55億６百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは２億４千１百万円の収入と

なりました。これは、税金等調整前四半期純利益６億９千５百万円に加え、減価償却費が４億２千３百

万円、流動負債の「その他」の増加が２億１千２百万円であったものの、法人税等の支払額が３億６千

９百万円、匿名組合預り金の減少が１億７千４百万円、売上債権の増加が１億５千６百万円、仕入債務

の減少が１億３千３百万円であったこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは７億８千５百万円の支出と

なりました。これは、固定資産の取得による支出が７億４千１百万円であったこと等によるものであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは４億３千５百万円の支出と

なりました。これは、長期借入金の返済による支出が２億７千３百万円、配当金の支払額が１億６千万

円であったこと等によるものであります。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は次のとおりであります。 

Ⅰ  基本方針の内容 

当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社が永年に亘って培ってきたノウハウ及びブランド

イメージに裏打ちされた経営資源にその淵源を有することに鑑み、特定の者又はグループによる当社

の総議決権の15％に相当する株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様共同の利

益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度におい

て、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、そ

の基本方針といたします。 

  

Ⅱ  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み 

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みの一つとして、平成19年２月22日開催の取締役会において、当社株式の大

規模買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます）を導入いたしました。また、当社は

本プランの導入に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会委員として、荒木浩、松田昇、池谷修一の

３氏を選任いたしました。 

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、これは本プランに対する理解を容易にすることを

目的にあくまで参考として作成したものです。本プランの詳細につきましては、当社ホームぺージに

掲載の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入に関するお知らせ」の本

文をご覧下さい。  

（参考URL: http://www.yomiuriland.co.jp/ir/news/index.html） 

  

① 本プラン導入の目的 

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交

渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様

が適切に判断されること、取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の

意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、取締役会が株主の皆様のために大規

模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確

保・向上を目的として、導入されたものです。 

  

② 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付行為 

次のアないしウのいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為がなされ、又はなされよう

とする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 
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ア 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が15％以上となる当該株券

等の買付けその他の取得 

イ 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等

所有割合との合計が15％以上となる当該株券等の買付けその他の取得 

ウ 大規模買付者が当社の他の株主様との間で行う行為であり、且つ、当該行為の結果として当該

他の株主様が当該大規模買付者の共同保有者に該当することとなるような行為（ただし、当該

大規模買付者の株券等保有割合が15％以上となる場合に限ります） 

(b) 大規模買付者に対する情報提供の要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提供して

いただきます。 

(c) 大規模買付者との交渉等 

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行

われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定

し、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代

替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。 

(d) 独立委員会の勧告及び取締役会の決議 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、

取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が

是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動

を勧告します。 

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会

に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守さ

れている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情

を有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動、不発動又は中止その他

必要な決議を行うものとします。 

  

③ 本プランの特徴 

(a) 基本方針の制定 

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する「基本方針」を制

定した上で、導入されたものです。 

(b) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措

置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するため

に、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。 

(c) 定款の変更と株主総会における本プランの承認 

本プランの法的安定性を高めるため、本プランにつきましては、平成19年６月27日開催の第83回

定時株主総会（以下「当社第83回定時株主総会」といいます）における本プランに関する定款変更

議案及び本プランの導入に関する議案の各承認決議を通じて、株主の皆様のご意思を確認させてい

ただいております。 
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(d) 適時開示 

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従っ

て、適時且つ適切な開示を行います。 

(e) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成19年２月22日から平成22年６月30日までとします。ただし、かかる

有効期間の満了前であっても、ア）株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場

合、又はイ）取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点

で廃止されるものとします。 

  

④ 株主の皆様への影響 

(a) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

本プランの導入時には、新株予約権の発行自体は行われておりません。したがいまして、本プラ

ンは、本プラン導入時に株主の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えておりませ

ん。 

(b) 新株予約権の発行時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議をした場合、基準日における最終の株

主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新株

予約権者となります。そして、当社が新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、行使価額相当の

金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受け

ることになります。ただし、例外事由該当者につきましては、その有する新株予約権が取得の対象

とならない、又はその有する新株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主の皆

様と異なることがあります。 

  

Ⅲ  上記の取組みに対する取締役会の判断及びその判断に係る理由 

前記Ⅱ①に記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という目的をも

って導入されたものであり、基本方針に沿うものであると当社は考えます。特に本プランは、①当社

第83回定時株主総会における本プランに関する定款変更議案及び本プランの導入に関する承認議案の

各承認決議を通じて、株主の皆様のご意思を確認させていただいており、且つ、その存続が株主の皆

様のご意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、②対抗措置

の発動に際して取締役が独立した第三者的立場にある外部専門家の意見を取得できること、③独立性

の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る

仕組みとなっている上、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある外部専門家の意見を取得でき

ること、④対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていること

等から、本プランは当社の企業価値ないし株主共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地

位の維持を目的とするものではないと当社は考えております。 

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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平成20年８月13日

株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社よみうりランドの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社よみうりランド及び連結子会社の

平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  山 本 和 夫   印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  松 浦 康 雄   印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴 木 真紀江   印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 








